
 公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和元年１１月２０日 

京都市選挙管理委員会委員長 小林 昭朗   

京都市選挙管理委員会規程第１号 

   公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程 

 公職選挙事務執行規程の一部を次のように改正する。 

 第７６条第１項中「用紙に記載した」を「用紙（市委員会が提供する同様式の電磁的記

録を含む。以下「原稿用紙」という。）に記載又は記録した」に改め，同条中第３項を第４

項とし，同条に次の項を加える。 

３ 第１項の規定による掲載文及び写真の提出は，電磁的記録（電子的方式，磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。この場合にお

いて，前２項の規定の適用については，第１項中「掲載文（正副２通）及び候補者の写真

（正副２枚）とあるのは「掲載文及び候補者の写真」と，第２項中「手札型の写真であり，

各々の裏面に所属党派，氏名，撮影年月日，正副の別及び選挙区があるときはその選挙区

名を記載したもの」とあるのは「写真」とする。 

 第７７条第１項中「黒色の色素を用いて記載」を「無彩色で記載し，又は記録」に改め

る。 

 第７７条第２項中「かたかな，ひらがな」を「片仮名，平仮名」に，「及び線並びに」を

「若しくは線又は」に，「イラストレーション及びこれらの類」を「イラストレーション若

しくはこれらの類」に，「記載する」を「記載し，又は記録する」に改める。 

 第７７条の２中「及び」を「又は」に，「記載しよう」を「記載し，又は記録しよう」に，

「記載する」を「記載し，又は記録する」に改める。 

 第７７条の３中「記載の訂正」を「記載又は記録の訂正」に改める。 

 第７８条第２項中「２通」を削る。 

 第７９条第２項中「その代人は」を「その代理人は」に改める。 

 第８０条第２項を削り，同条中第３項を第２項とする。 

 第９８条の２の後に次の条文を加える。 

（実費弁償及び報酬の額） 

第９８条の３ 法第１９７条の２第１項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給す



ることができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することがで

きる報酬及び実費弁償の最高額は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額と

する。 

(1) 選挙運動に従事する者１人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げ

る区分に応じ，それぞれ次に定める額 

ア 鉄道賃 鉄道旅行について，路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 

イ 船賃 水路旅行について，路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 

ウ 車賃 陸路旅行（鉄道旅行を除く。）について，路程に応じた実費額 

エ 宿泊料（食事料２食分を含む。） １夜につき１２，０００円 

オ 弁当料 １食につき１，０００円 １日につき３，０００円 

カ 茶菓料 １日につき５００円 

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 

 次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に定める額 

 ア 基本日額 １０，０００円 

 イ 超過勤務手当 １日につき基本日額の５割 

(3) 選挙運動のために使用する労務者１人に対し支給することができる実費弁償額 

次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に定める額 

 ア 鉄道賃，船賃及び車賃 それぞれ第１号ア，イ及びウに掲げる額 

 イ 宿泊料（食事料を除く。） １夜につき１０，０００円 

２ 法第１９７条の２第２項の規定により選挙運動に従事する者（選挙運動のために使用

する事務員，専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動車

又は船舶の上における選挙運動のために使用する者，専ら手話通訳のために使用する者

及び専ら要約筆記（法第１９７条の２第２項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。）

のために使用する者に限る。）１人に対し支給することができる報酬の最高額は，次の

各号に定める額とする。 

 (1) 選挙運動のために使用する事務員 １日につき１０，０００円 

 (2) 専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶

の上における選挙運動のために使用する者，専ら手話通訳のために使用する者及び専

ら要約筆記のために使用する者 １日につき１５，０００円 

 別記第３３号様式を次のように改正する。 
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                                 を 

 

                                   

 

                               」 
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に改める。 

 

                                   

 

                                」 

 別記第３４号様式を次のように改正する。 
「          

選挙公報掲載文原稿用紙   （正・副） 

 

 

 

                                 を 

                                                       

 

注１  掲載文は，枠内に記載してください。枠外に記載された部分は，選挙公報に掲 

載されません。 

注２  写真掲載欄には，何も記載しないでください。写真掲載欄に記載された部分は， 

選挙公報に掲載されません。 

備考 京都市長の選挙にあっては「選挙区名」の欄を削る。 

                               」 

選挙区名    区 候補者氏名 ㊞ 

選挙公報掲載申請書 

年 月 日 

（あて先）京都市選挙管理委員会委員長 

候補者         ㊞ 

年 月 日執行の 選挙に関し，選挙公報の掲載を受けたいので，下記のとおり申

請します。 

                        記              

   

１ 掲  載  文 ２通 別添のとおり                            

２ 掲 載 写 真 ２通 別添のとおり 

３ 連絡場所及び電話番号                                  

選挙公報掲載申請書 

年 月 日 

（あて先）京都市選挙管理委員会委員長 

候補者         ㊞ 

年 月 日執行の 選挙に関し，選挙公報の掲載を受けたいので，下記のとおり申

請します。 

                        記              

  

１ 掲  載  文 別添のとおり                            

２ 掲 載 写 真 別添のとおり 

３ 連絡場所 

電話番号  （    ）     －            

 
写  真 



「          
選挙公報掲載文原稿用紙   （正・副） 

 

 

 

                                 に改める。 

                                                              

 

注１  掲載文は，枠内に記載又は記録してください。枠外に記載又は記録された部分 

は，選挙公報に掲載されません。 

注２  写真掲載欄には，何も記載又は記録しないでください。写真掲載欄に記載され 

た部分は，選挙公報に掲載されません。 

備考 京都市長の選挙にあっては「選挙区名」の欄を削る。 

                               」 

別記第３５号様式を次のように改正する。 
「 
 

 

                                 を 

                                  

                               」 

「 

 

に改める。 

 

 

                                」 

   附 則 

 この規程は，令和元年１２月１日から施行する。 

（選挙管理委員会事務局選挙課） 

選挙区名    区 候補者氏名 ㊞ 

 
写  真 

選挙公報掲載文修正（撤回）申請書 

年 月 日 

（あて先）京都市選挙管理委員会委員長 

候補者  氏     名  ㊞ 

年 月 日提出した選挙公報の掲載文を，別紙のとおり修正（撤回）したいので申請し

ます。 

選挙公報掲載文修正（撤回）申請書 

年 月 日 

（あて先）京都市選挙管理委員会委員長 

候補者           ㊞ 

年 月 日提出した選挙公報の掲載文を，別添のとおり修正（撤回）したいので申請し

ます。 


